
パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について
（令和３年12月27日閣議決定）

３．労働基準監督機関における対応

（１）最低賃金・賃金支払の徹底と賃金引上げに向けた環境整備【厚生労働省】

・最低賃金違反や賃金・残業代の不払が疑われる事業場に対して、労働基準監督機関（都道府県労働局・労働基準

監督署）が監督指導を実施し、是正を図る。このため、毎年１月から３月までの「集中取組期間」において、

最低賃金の遵守徹底を図り、賃金の引上げについて検討がなされるよう、賃金引上げや転嫁対策関連の施策の

紹介を行う。

・賃金不払をはじめとした基本的な労働条件の履行確保を図るため、労働基準監督機関による定期監督（年間10 

万事業場以上に実施）において、賃金引上げの意向や労働条件の改善状況を確認するとともに、労使において

賃金の引上げを行うとの取決めを行ったにもかかわらず、賃金支払が履行されず、労働基準監督機関による度

重なる指導でも是正しない事業場や、定期賃金や割増賃金を適切に支払わず、同様の法違反が繰り返される事

業場については、司法処分（※）を含め厳正に対応する。

（※）事業主が労働基準関係法令に違反し、これが重大または悪質な場合に、労働基準監督官が刑事訴訟法

（昭和23 年法律第131 号）に基づく司法警察員として捜査を行い、検察庁に送検すること。

（２）労働基準監督署からの通報制度の拡充【厚生労働省】

・労働基準監督機関が事業所に立入検査・監督指導（臨検監督）を実施した際に、労働基準関係法令違反が認めら

れなくても、賃金引上げの阻害要因として「買いたたき」等が疑われる事案については、労働基準監督機関か

ら公正取引委員会や中小企業庁、国土交通省に通報する。

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ

公開

12


